
 

 

 

 

 

  

 

 施設利用の利便性の向上のために、これまで別々の用紙だった許可書と報告書を

1 枚の用紙にし、報告書に団体名・使用部屋名を記入する必要をなくしました。 

それとともに、窓口で鍵を受け取る際には許可書は提示するだけになります。 
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